
番号 商号又は名称 住      所 指名停止期間
要     綱
適用条項

指名停止理由

ＩＨＩ運搬機械株式会社 東京都中央区明石町８－１

該当者が、特定地下式ＰＳ設置工事及び特定エレベーター方式Ｐ
Ｓ設置工事において、独占禁止法の規定に違反する行為を行っ
ていたとして、令和７年３月２４日に公正取引委員会から、課徴金
減免制度の適用を受けたことによる。

新明和工業株式会社
流体事業部営業本部
中部支店

名古屋市中区大須１－７－１１

該当者が、特定エレベーター方式ＰＳ設置工事において、独占禁
止法の規定に違反する行為を行っていたとして、令和７年３月２４
日に公正取引委員会から、排除措置命令及び課徴金減免制度の
適用を受けたことによる。

株式会社ＡＤＫマーケティン
グ・ソリューションズ　中部支社

名古屋市中村区名駅１－１－
１ＪＰタワー１５階

自：令和７年６月26日
至：令和７年９月25日

第３条第１項、第６
条第４項及び別表
第２第２号（２）

該当者が、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会
組織委員会が発注する東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技
大会に関するテストイベント計画立案等業務等において、独占禁
止法の規定に違反する行為を行っていたとして、令和７年６月23
日に公正取引委員会から、排除措置命令及び課徴金減免制度の
適用を受けたことによる。

株式会社フジクリエイティブ
コーポレーション

東京都江東区青海一丁目１番
２０号

自：令和７年６月26日
至：令和７年12月25日

第３条第１項及び別
表第２第２号（２）

該当者が、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会
組織委員会が発注する東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技
大会に関するテストイベント計画立案等業務等において、独占禁
止法の規定に違反する行為を行っていたとして、令和７年６月23
日に公正取引委員会から、排除措置命令及び課徴金納付命令を
受けたことによる。

3
ヤマト運輸株式会社　中部美
術品支店

愛知県春日井市大留町３－１
－１

自：令和７年７月31日
至：令和７年８月30日

第３条第１項及び別
表第２第５号（２）イ

該当者の羽島平方営業所が、貨物自動車運送事業法等関係法
令に違反したとして、令和７年６月３日に中部運輸局から輸送施設
の使用停止の行政処分を受けたことによる。

4
株式会社中央技術コンサルタ
ンツ　名古屋営業所

名古屋市中村区名駅３－２８
－１２

自：令和７年７月31日
至：令和８年３月30日

第３条第１項及び別
表第２第３号（２）

該当者の東北支店長が、宮城県気仙沼市が発注した計5路線の
道路設計業務の一般競争入札において、令和7年7月21日に公契
約関係競売等妨害の疑いで宮城県警に逮捕されたことによる。

令和7年度  指名停止事業者一覧

自：令和７年４月３日
至：令和７年７月２日

第３条第１項、第６
条第４項及び別表
第２第２号（２）
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令和7年度  指名停止事業者一覧

極東開発工業株式会社
大阪府大阪市中央区淡路町
二丁目５番１１号

該当者が、特定特装車製品の販売において、独占禁止法の規定
に違反する行為を行っていたとして、令和７年９月２４日に公正取
引委員会から、排除措置命令及び課徴金減免制度の適用を受け
たことによる。

新明和工業株式会社
流体事業部営業本部
中部支店

名古屋市中区大須１－７－１１
該当者が、特定特装車製品の販売において、独占禁止法の規定
に違反する行為を行っていたとして、令和７年９月２４日に公正取
引委員会から、課徴金減免制度の適用を受けたことによる。

日本交通技術株式会社　名古
屋支店

名古屋市中村区椿町１４－１３

丸栄調査設計株式会社　名古
屋支店

名古屋市中区丸の内３－５－
２ミュゼット丸の内６０１号室

ジェイアール東海コンサルタン
ツ株式会社

名古屋市中村区名駅５－３３
－１０

大日コンサルタント株式会社
中日本支社

名古屋市中村区名駅５－２７
－１３

株式会社トーニチコンサルタ
ント　中部支社

名古屋市中区葵１－２０－２２

6

自：令和７年12月24日
至：令和８年６月23日

第３条第１項及び別
表第２第２号（２）

該当者が、特定地方公共団体等が競争入札等の方法により発注
する特定跨線橋点検業務において、独占禁止法の規定に違反す
る行為を行っていたとして、令和７年12月19日に公正取引委員会
から、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことによる。

自：令和７年12月24日
至：令和８年３月23日

第３条第１項、第６
条第４項及び別表
第２第２号（２）

該当者が、特定地方公共団体等が競争入札等の方法により発注
する特定跨線橋点検業務において、独占禁止法の規定に違反す
る行為を行っていたとして、令和７年12月19日に公正取引委員会
から、排除措置命令及び課徴金減免制度の適用を受けたことによ
る。

5
自：令和７年９月26日
至：令和７年12月25日

第３条第１項、第６
条第４項及び別表
第２第２号（２）


